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三
朝
町
老
人
医
葺
費
助
成
強
用
の
]
野
L
L
J
正
に
つ
い
て
-

次
の
と
お
皇
扇
町
老
人
密
雲
絞
勤
成
長
園
の
1
都
を
改
正
す
る
.
こ
と
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誓
､
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適
万
自
治

法
(
滞
空
L
 
1
+
二
年
法
律
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六
十
七
号
)
爵
九
十
大
衆
薬
l
項
の
裁
定
把
よ
り
,
米
議
会
の
議
決
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を
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三
朝
町
老
人
医
療
費
助
成
条
例
の
7
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
老
人
医
療
痩
助
成
条
例
へ
昭
和
四
十
大
空
二
新
町
条
例
璽
7
十
五
号
)
の
7
部
を
次
の
よ

う
把
改
正
す
る
｡

第
二
集
弟
1
韻
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
O

㌔

こ
の
条
例
把
を
叫
で
｢
老
人
.
]
･
と
誓
.
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
'
町
内
把
住
所
を
有

す
る
も
P
を
い
う
｡
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た
だ
し
､
老
人
福
祉
法
義
和
三
十
八
年
法
律
窮
空
二
十
三
豊
第
十
条
讐
7
O
l
洗
定
把
よ
る

老
<
医
嘩
費
の
支
給
を
受
け
る
者
を
除
く
0

ノ

7
　
七
十
五
才
以
上
の
者
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二
　
六
十
五
才
以
上
廿
十
五
才
東
浦
の
膚
で
'
身
体
障
害
者
磁
祉
法
施
行
規
則
義
和
二
十
五
年

t
■壷

生
省
令
第
十
立
至
射
衰
第
五
把
窪
め
る
身
体
擬
著
者
噂
等
程
､
鷹
等
級
表
の
7
枚
又
望
遠

賂
潜
当
す
る
常
客
が
あ
8
.
か
つ
､
そ
の
昔
の
蔚
牢
又
は
璽
前
年
の
康
博
が
所
得
鎗
法
(
昭
和
､

四
十
年
法
律
空
T
字
三
豊
に
競
走
す
る
換
除
対
象
配
偶
者
及
び
扶
蕃
親
族
の
宥
撫
及
び
数
把

応

じ

て

窺

剤

で

定

め

る

額

以

下

の

も

の

､

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

.

附

　

卿

こ
の
条
例
は
'
解
和
四
十
八
年
l
月
一
任
か
ら
並
行
す
る
｡
葱
だ
L
t
第
二
粂
弟
f
項
の
改
正
競

(
建
蒜
項
第
二
号
に
か
か
る
部
分
に
か
ぎ
■
る
)
読
,
除
却
讐
丁
八
年
二
月
言
か
ら
滝
行
す
る
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